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契 約 課   

 

 

建設工事等における消費税の取扱いについて（お知らせ） 

 

 平成３１年１０月１日に消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）の税率が８％から

１０％に改正されることに伴い、和歌山市企業局が発注する建設工事及び建設コンサルタント業

務の入札・契約については次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。 

 

１ 消費税率の取扱い 

  平成３１年４月１日以降に入札・契約する案件のうち、工事等完成に伴う引渡しが平成３１

年１０月１日以降となる案件については、改正後の税率である１０％を適用します。 

工事等完成に伴う引渡し 

平成３１年９月３０日まで 平成３１年１０月１日以降 

８％ １０％ 

  なお、１０％が適用される案件については、入札公告の「開札の概要」の「金額の記載方法」

欄において、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

るよう明記していますので、確認の上、入札を行ってください。 

 

２ 前金払、中間前金払及び部分払の取扱い 

  １０％が適用される案件においても、平成３１年９月３０日までに請求を受けた前金払、中

間前金払及び部分払については、消費税率の改正による増額分（２％分）は含まないものと

します。 

 

３ その他 

（１）平成３１年３月３１日までに契約を締結し、平成３１年１０月１日以降に引渡し予定の案

件で、平成３１年４月１日以降に行われる設計変更に伴い請負代金額等を増額する場合の当

該増額分については１０％が適用されます。 

（２）平成３１年４月１日から平成３１年９月３０日までの間に契約を締結し、平成３１年９月

３０日までに引渡し予定の案件で、遅延により引渡しが平成３１年１０月１日以降になるも

のについては、請負代金額等の全額に１０％が適用されます。 

   なお、工期等の延長が受注者の責に帰すことができない事由によりなされる場合は、工期

等の延長の変更契約時に、消費税率の改正による増額分（２％分）について請負代金額等も

変更するものとします。 

 

 


